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１．はじめに

　１級建築士による耐震基準の偽装事件が報道さ

れたとき，住民の実生活に直接的な被害を及ぼす

ことから，あらためて技術者倫理がクローズアッ

プされたことは記憶に新しい。

　ものづくりを基本とした技術者養成において，

社会に対する精神的な基盤となる技術者倫理とは

何か。技術者倫理とはどこでどのように形成され

るものなのか。これまで求められていたものとこ

れから求められるものは異なるのか。こうしたこ

とを考えたのは，先の耐震基準の偽装事件に関す

ることに加えて，筆者が（当時）勤務していた高

等専門学校が日本技術者教育認定機構（������

�����������	
��	����	���
��
����
����������	：略

称�����）から認定を受けている教育プログラム

の中の学習・教育目標に「技術者倫理」という文

言が含まれていたからであり，これが問題意識を

持つきっかけとなった。

　また，高専教育においては，全国の国公私立の

高等専門学校が主に担ってきた産業界の要請に応

えての技術者養成という使命の一つが，ユニバー

サル化段階を迎えた現在では曲がり角に差し掛

かってきていることも，�����に視点を向けた背

景の一つである。それは，国立大学を中心として

工学部を有する大学が行っている３年次編入の制

度に基づき，現在では各高専から大学に編入学す

る進学者数が就職者数よりも多くなる場合がある

ことである。これに派生して，技術者養成という

使命を担いながら間接的に大学を通じて社会へ人

材を供給していることが，技術者養成という社会

からの負託に直截に応えているのかという課題へ

の明確な回答を見据えることが高専教育の在り方

を考える上で重要である。

　一方，大学評価については，平成１６（２００４）年

度の認証評価制度の導入以降，平成１７年度，平成

１８年度と認証評価を受ける機関が増えるととも

に，マスコミからの注目度は減少し，それに対す

る社会的反応は落ち着いてきているように思わ

れる。一方，各高等教育機関の現場では，７年

に一度とされている機関別認証評価をいつの時

点で受けるかは大きな焦点である。とりわけ，

国立大学においては６年間の中期計画終了時点に

おける「中期目標に係る業務の実績に関する評
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要　旨

　本稿で筆者が述べたいことは，（１）質保証において専門分野別評価が機関別評価を補完することによ

り第三者評価がさらに有効になること，（２）専門分野別評価としては教育プログラム評価が有効である

こと，（３）教育プログラム評価として工学系に限定されているがワシントン・アコードへの加入により

�����が国際的にも評価されていること，ただし，（４）�����が対象とする機関は限定されており，そ

れは評価ツールとして各機関が判断するのが適当であること，などである。併せて，大学院修士課程への

対象拡充と技術者教育の流れを捉え，�����の大学院修士課程への審査拡大を踏まえた上で，これまで

「教育支援者」としてしか認知されていなかった職員の関与についても考察を加えている。

キーワード

　専門分野別評価，�����，技術者教育，����，機関別認証評価，教育プログラム評価

＊　京都大学　総務部　事務改革推進室長
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価１」いわゆる国立大学法人評価との関係から，ど

の時点で受けるかということは大きな課題である。

同時に受ける場合には各大学での業務量の増大に

加えて，評価機関から評価者の推薦依頼も重複す

ることとなり，各大学における当該評価の直接的

な担い手が減少することも懸念される。ただし，

職員をも含めることによってある程度この懸念を

緩和できる。

　また，国立大学法人評価における大学評価・学

位授与機構による教育研究の状況についての評価

が，暫定評価の一環として中期目標・中期計画の

５年度目である平成２０（２００８）年度に実施が予定

されている。

　こうした国立大学法人評価や認証評価とは別に，

技術者教育に係る認定制度として大学の工学部や

高等専門学校が実施している教育課程等を専門的

に評価する評価機関として�����があり，非英語

圏からは初めて２００１年に��������	�
���	�
２に

暫定加盟し，２００５年に正式加盟を果たしている。

この�����が認定している教育プログラムが近

年かなりの勢いで増加傾向３にある。「事前規制か

ら事後チェックへ」という流れの中において，学

校教育法の改正によりすべての高等教育機関に認

証評価制度が義務付けられた。そうした中にあっ

て，工学系という専門領域に限定されてはいるが，

厳しい内容の教育プログラム認定が実施されてき

たことは，産業界を中心に関係者の間では周知の

ことであった。平成１８（２００６）年に日本の高等教育

のレヴューを行うために来日した����（経済協力

開発機構：����������	�
�	�
�	�	��
�		������	��

���������	
����）の専門家たちは，「自然科学系，

特に工学系は�����等の適格認定の制度がある

ため，教育の質を改善しようとする意識が高い４」

との評価をしている。

　中教審答申「我が国の高等教育の将来像」（２００５）

においても多元的な評価機関の形成の重要性が説

かれており，「機関別・専門職大学院の評価に加

えて分野別評価が，分野の特性に応じて学協会等

関係団体の協力を得ながら発展することが期待さ

れる」と示されている。

　また，中教審答申「新時代の大学院教育」（２００５）

は，「将来的には，認証評価について，大学全体を

組織体として評価する「機関別評価」に加え，大

学院教育の専門性に沿った「専門分野別評価」を

導入していくことが適当である。その際，大学院

の専門分野別評価は，各大学院が自主的・自立的

に設定した課程の目的に即して体系的な教育内

容・方法が構築，実践されているかどうかを評

価・改善していく考え方が基本となる」としてい

る。同じく，「現在，例えば，日本技術者教育認定

機構（�����）が工学系の学士課程を中心とした

技術者教育を国際的な有効性も考慮しつつ評価・

認定する活動を行っているところであるが，今後

は，大学関係者や学協会等により，大学院の教育

の課程を対象とした専門分野別第三者評価を行う

機関が形成されていくことを強く期待する」とし

ており，他の大学院においても大学院としての専

門分野別評価の実施を求めている。現在，工学系

の学士課程を専門領域として�����が認定・評

価活動を行っているが，工学系は学士課程に留ま

らず大学院修士課程修了者を多く輩出している専

門領域であることから，�����による大学院課程

評価の実施が望ましいことを示唆している。

　このように，�����にとって追い風が吹いてい

る状況であるが，本稿では，工学系という専門領

域を対象とすることによって，認証評価の機関別

評価に対する専門分野別評価としての�����の

位置付けについて，�����認定プログラムの実状

及び課題等を踏まえ，国立大学法人評価との関連

性等も含め，職員５の立場から高等教育の現場の

１　準用通則法第３４条
２　１９８９年にオーストラリア，カナダ，アイルランド，ニュージーランド，アメリカ合衆国，英国の技術者教育認定機関が，

認定基準や審査の手順と方法が実質的に同等であるということを相互承認し協定を結び，��������	�
���	�（��）と

呼ばれている。１９９５年に香港，１９９９年に南アフリカが加盟承認され，２００５年には日本（�����），２００６年にはシンガポー

ル，２００７年には韓国及び台湾の加盟がそれぞれ認められた。
３　�����認定プログラムは，ワシントン・アコードに正式加盟した平成１７年度には累計で２８１プログラムとなり，平成１８

年度には６５のプログラム認定が行われている。
４　木村　孟「教育の質の世界レベルへの引き上げが国際社会の一員としての義務」�������２００６夏号�５５
５　法令上は教員と職員の区分はなく職員という表現が使用されるが，本稿では教員と職員を別に表現している。
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視点に立脚し，第三者評価への職員の関与につい

ての論点を整理し，今後の方向性を探りたい。

　なお，筆者は現在大学に在職しているが，直前

は国立の工業高等専門学校に在職しており，それ

以前は現在と同じ大学に在職していた。本稿にお

いて職員としての立場から述べているが，双方で

の経験を自分の中で比較して申し述べている部分

があることをお断りしておきたい。

２．�����の現状と課題

２�１　����６によるトレンド形成

　これまで，我が国においても，４年制大学の工

学部における学士課程教育は，本来の�������������

が持つ意味７から，応用科学技術としての工学的

知識・能力を教えるという観点に基づき工学教育

と称されてきた。

　１９９０年代の初め頃になると，４年制大学の工学

部出身者が身につけている能力やスキルと出身者

を受け入れている産業界のニーズが必ずしもマッ

チしていないことが指摘され８，����では，工学

教育プログラムの認定・審査の在り方について，

１）カリキュラム，２）教員資格，３）授業時間，

４）教育環境，５）財政などを中心とした「何が

教えられるか」から，１）産業界のニーズ，２）

明確な教育目標，３）学生が何を身につけたか，

４）教育目標の達成度，５）継続的な教育改善，

を重視した「何が学習されたか」の評価が重要で

あるとの結論を導いた。これは，教育する側から

教育を受ける側へと視点が移行したことを示して

いる。これを受けて，アウトカムズ重視の認定審

査のための新たな基準である「���２０００９」が定め

られ，応用科学技術としての工学的知識・能力の

習得を維持すると共に，コミュニケーション能力

や課題解決力，技術者倫理や人文科学の知見等を

会得することにシフトし，工学教育から技術者教

育にシフトするものとなった。

　技術者教育の授業として，１）数学と自然科学，

２）エンジニアリング・サイエンスとエンジニア

リング・デザイン，３）人文社会科学などの補完

的な学習，が掲げられ，���２０００に基づく技術者

教育が２０００年度から����認定審査プログラムに

義務づけられた。併せて，��������	�
���	�で

は全ての加盟機関が実質的に同等の認定審査シス

テムを持つことが原則とされていることから，

����以外の加盟機関の認定審査システムを方向

付けることとなった。また，大中（２００５）は，技

術者教育とは技術業（�����������１０）に従事する

ための基礎教育であり，科学教育との違いは，デ

ザイン教育１１が入っているかどうかであるという

のが��������	�
���	�の共通認識であると指摘

している。

　こうしたことにより，����主導で��������	�


�������加盟機関の認定審査システムが標準化さ

れることとなり，��������������	
����が，教育

する側から教育を受ける側への視点の移行によっ

て，「工学教育から技術者教育へ」とシフトするに

至った。

２�２　技術者倫理の重要性

　�����の認定基準１「学習・教育目標」では，

「技術が社会や自然に及ぼす影響や効果，および

技術者が社会に対して負っている責任に関する理

解（技術者倫理）」を求めており，社会的な背景等

による要請も相俟って，技術者教育において技術

６　�����������	
��	����	���
��
����
�����������	
	��（略称：����）１９３２年に米国の学協会によって設立された。
７　���������	との混同も含め，工学という日本語訳に問題があるとする指摘もある（大橋２００５）。また，����は，

「���������������	
����������������
����������	
��
�����
�����
������	�������������	
���
�	����������	������

�����������	
��	��
�����	�	
������	��������	
��������������������������������	�
�����������
���������	������������

��������	���
����������	���������」と１９８５年の年次報告で定義している。
８　大中（２００５）は，人材育成の視点を重要視する意味から「技術者教育」となったことを指摘している。
９　「学生と卒業生の質と活動に視点を置き，技術者教育のプログラム共通に満たすことを求める基準指定のアウトカムズ項

目，並びにそれに加えたプログラム独自の設定アウトカムズ項目を，全て卒業時点で学生が実際に身に付いているかど

うかを根拠となる資料で整理・分析し，評価し，教育目標を達成した学生のみを卒業させるとともに，継続的な教育改

善を促すもの」����１９９６。
１０　欧米では，法律や医療と同様に専門職（����������）とされている（大中２００５）。
１１　「必ずしも解が一つでない技術的課題に対して，種々の学問・技術を統合・応用して，実現可能な解を見つけ出してい

く」能力とされている（同前）。
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者倫理が重要なテーマとなっている。

　�����認定プログラムでは国際標準を前提と

しており，国際的に技術先進国の中では，技術者

は専門職（����������）と見なされており，専門職

としての倫理観を要請している。また，昨今の国

内の技術的事案に関連して，社会的義務として技

術者に高い倫理性が求められている。さらに，技

術に係る周辺部分においても，今まで以上に高度

化・複雑化・専門化してきているのが現状である。

　昨今の経済事犯や企業の不祥事等にも散見され

るように，社会道徳的に問題があるものや倫理観

が欠如している事象が少なくない。これらについ

て，道徳や倫理でどこまで規制できるかというこ

とを検討すべき時に来ていると思われる。

　����に代表される国際標準としての���������	

��������では，基本的に倫理規範を明文化した上

で，技術者にそれを求めることから技術者教育に

技術者倫理を組み入れているが，我が国では技術

者は高潔で倫理規範が高いという前提に基づき，

技術者教育を実施してきたかのような経緯がある。

一方，技術者教育の現場では，技術者倫理を教え

る教育者が少ないことやテキストの作成が難しい

こと，基準を設定して評価することの困難さなど，

技術者倫理の教育プログラムやシステムをどのよ

うに構築するかが課題１２となっているが，工学系

の大学教員や高専教員を中心としてワークショッ

プが開催１３されるなど，教育現場における問題意

識は高まっている。ただし，冒頭で触れたように

�����の認定基準１「学習・教育目標」で技術者

倫理に係る学習・教育目標を求めている以上，

�����が技術者教育における現状のベストと思

われるモデルパターンを示すことが必要なのでは

ないか。それは，一律の規制的側面で捉えるので

はなく，参考事例を示すことで各大学等にとって

は目安となり，�����にとっても技術者教育を

リードする存在意義を示すこととなるだろう。

２�３　�����認定の概略

　�����は，平成１１（１９９９）年に設立された非政

府団体で，平成１３（２００１）年度から正式に審査・

認定を開始しており，平成１７（２００５）年度までの

５年間に１２５機関の２８１プログラム１４を認定してい

る。�����が行う技術者教育認定制度は，高等教

育機関の技術者教育プログラムを専門的に評価し，

国際水準や社会的レベルの教育が実施されている

ことを認定する制度であり，認定の対象となる技

術者教育とは，初級レベル技術者育成のための学

士レベルの基礎教育を指しており，工学部や理工

学部がその対象の中心である。

　審査のプロセスとして双方が行う手順は表１の

とおりで，機関別評価等と大きく変わるものでは

ないが，審査は学協会と協力して結成された審査

チームが専門的な評価を厳格に実施する。認定は，

教育の質と量の観点から統一的基準のもとに実施

されるが，各機関に画一化されたプログラムを押

しつけるものではない。また，認定されたプログ

ラム名は国内外に公表される。

１２　社団法人日本工学教育教会（２００６）。
１３　ブロックごとの工学教育協会が主催するワークショップ等がある。
１４　�����������第５号から。

表１

　　�����が行う手順　　大学等が行う手順

１）認定申請書の受付

２）審査チームの結成

３）自己点検書の審査

４）実地審査の実施

５）審査報告書の作成

６）認定の可否決定とプログラム公表

１）認定申請

２）自己点検書作成・提出

３）実地審査の受入れ

４）異議申立又は改善報告（ある場合のみ）

５）継続的改善（次のステップへ）

（�����ウェブサイトをもとに作成）
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２�４　�����の質保証

　教育の質保証においては，「プログラムに関与

する全ての関係者（学生を含む）が，適切な学習

目標の設定やその達成に関して何をなすべきかを

認識し，確実に実施し，学習目標を達成した学生

のみを卒業させ，さらに学習目標とその達成度の

レベルを継続的に向上させていること」というの

が国際的な認識であり，アウトカムズである教育

成果が重視されている。�����認定プログラム

では，国際水準を満たす最低条件として以下の項

目に沿った学習・教育目標を設定することが求め

られている（表２）。

　大学等は，表２の８項目の内容を具体化したプ

ログラム独自の学習・教育目標の設定が求められ

ている。また，広く学内外に公開することが求め

られ，機関としてプログラム修了生全員がその目

標を達成していることを証明する必要がある。認

定基準は����のプロセスに基づき記述されてお

り，表３のように認定基準そのものが教育の質の

向上と継続的な改善を支援するような仕組みに

なっている。

　審査には，新規審査，中間審査，認定継続審査，変

更時審査，再審査があり，自己点検書の審査と実

地審査によって通常の審査が行われる。各大学等

では，表３の基準に従って教育プログラムの運営

組織が中心となって自己点検書の作成が進められ

る。自己点検書の提出後，�����の審査チームに

よって自己点検書の審査が行われた後，当該機関

の実地審査が行われる。実地審査で審査チームに

より調査・検証が行われるのは，表４の事項が中

心となる。

１５　高校から大学に進む通常のキャリアコースでは，基礎的知識を積み上げて応用の展開へと導くものであるが，高度の応

用には実践的能力が求められる。他方，高専教育ではこうした実践的能力と基礎的知識が並行して教育されており，

�����認定プログラムに基づいて，���教育を実施しデザイン能力の開発を目標としている。高専卒業後の工学部３年

次編入等のシステムはあるが，今後連携を図り，双方の長所を取り入れていくことで，更なる教育改善のキーがあるも

のと考える。

表３

　�����の認定基準（学士課程プログラム２００７年適用）

　基準１：学習・教育目標の設定と公開…����

　基準２：学習・教育の量…��

　基準３：教育手段…��

　基準４：教育環境…��

　基準５：学習・教育目標の達成…�����

　基準６：教育改善…���������	
�����

　補　則：分野別要件

（�����ウェブサイトをもとに作成）

表２

　　学習・教育目標（２００７年度版）

　　（国際的に通用する技術者に求められる知識・能力）

（�）地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養

（�）技術が社会や自然に及ぼす影響や効果，および技術者が社会に対して負っている責任に関する理解（技術者倫理）

（�）数学，自然科学および情報科学に関する知識とそれらを応用できる能力

（�）該当する分野の専門技術に関する知識とそれらを問題解決に応用できる能力

（�）種々の科学，技術および情報を利用して社会の要求を解決するためのデザイン能力１５

（�）日本語による論理的な記述力，口頭発表力，討議等のコミュニケーション能力および国際的に通用するコミュニケー

ション基礎能力

（�）自主的，継続的に学習できる能力

（�）与えられた制約の下で計画的に仕事を進め，まとめる能力

（�����ウェブサイトをもとに作成）

表４

　　実地審査での確認事項

　１）自己点検書で確認できなかった事項

　２）自己点検書に示すのが困難な試験答案やレポート

　３）学習・教育目標の達成度示す資料

　４）学習・教育量の実態

　５）教育手段や環境の実態

　６）対応責任者や教職員，在学生や修了生との面談

　７）自己点検書に基づく長所と短所

（�����ウェブサイトをもとに作成）
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　審査報告書には，一次，二次，分野別，最終の

種類があるが，認定基準に対する当該プログラム

の「適合の度合い」を判定した結果の記述として，

表５の記号で示される。

２�５　�����の課題と今後の展開

　�����認定プログラムについては，大学評価，

特に第三者評価が現在抱えている課題と共通のも

のがあり，多様化した大学等の教育研究を中心と

した項目に対して固定的な評価基準で評価が行わ

れることに疑問を抱かれることがある。例えば，

研究者養成を主眼とする総合大学と技術者養成を

主眼とする工学系単科大学が同じ評価基準でよい

のかといったことや，評価基準に則った同じ観点

が一律に適用されることが適切なのか等について，

多様化した高等教育機関への適合性を疑問視する

教職員が少なくない。同じ高等教育機関であって

も総合大学の工学部と工業高等専門学校ではその

成り立ちや役割が違い社会的な機能等も異なる。

これは，技術者教育における優劣ではなく本来の

ミッションに関わることに対する問題意識である。

�����認定はそうした機能の違い等とは関わり

なく同様の評価スタイルを採っている。ただし，

工学系の学部・研究科においては，医学教育ほど

職業選択との結びつきは強くなくとも，学科・専

攻組織が業種や職種と緩やかに結びついていると

認められており，目的・目標や学習到達水準など

を明確にすることができることから，学士課程に

おける技術者教育という観点から，それに沿った

かたちで評価・改善を行っていくことは不可能で

はない。

　評価機関から見れば，一定の基準を適合させな

ければ客観的な評価を実施することにはならず，

当該機関の社会への説明責任を果たすための仲介

役にもなり得ない。また，当該機関が設定した目

的・目標に則って評価したものをそのまま評価結

果とするようなことがあれば，表現上の大きな幅

が生じて評価機関としての社会への説明責任が果

たせない。

　我が国の高等教育機関が質保証を担保するには，

学校教育法第６９条の３に規定される認証評価制度

の定着を前提としていることは明らかであり，機

関別評価及び法科大学院への評価は既に実施され

ている。したがって，機関別評価と並行して専門

分野別評価を実施することが認証評価制度の信用

性確立の必要条件である。法制度上，専門分野別

評価は，種々の専門職大学院に対して実施されな

ければならないが，司法試験との連携における適

格認定の関係１６から，法科大学院に対して先行実施

されており，会計専門職大学院や���をはじめ

他の専門職大学院に対して実施することが検討さ

れている１７。

　�����からは，いわゆる有名大学の教育プログ

ラム認定を想定して，以下のような問題点および

それに対する考え方が提起されている１８。

１）画一化を助長し個性化への妨げとなる懸念が

ある

２）有名大学の認定プログラムがない

３）産業界における�����認知度が低い

４）大学院プログラムの認定がない

５）認定効果への懸念がある－産業界から期待さ

れる学生が本当に輩出しているのか

６）デザイン教育への懸念がある

７）認定の最低水準が明確でない

８）学習・教育目標達成の評価方法が明確でない

９）審査が証拠主義で受審準備に時間がかかりす

１６　法科大学院の教育と司法試験等との連携に関する法律（平成１４年法律第１３９号）第５条第２項では，「大学は，その設置

する法科大学院の教育研究活動の状況について法科大学院評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定（第５項に

おいて「適格認定」という。）を受けるよう，その教育研究水準の向上に努めなければならない。」とされている。
１７　大学評価・学位授与機構（�������）では，専門職大学院認証評価に関する検討会議を置き検討を進めており，専門職

大学院の評価基準モデル（法科大学院を除く。）を平成１９年１月に公表している。
１８　大中逸男�����副会長による。

表５

　　審査結果の記述

　１）適合（�）…認定基準を満たしている状態

　２）懸念（�）…認定基準を満たしているが，改善が

望まれる状態

　３）弱点（�）…認定基準をほぼ満たしているが，改

善を必要とする状態（２年後に改善

施策を確認）

　４）欠陥（�）…認定基準を満たしていない状態

（�����ウェブサイトをもとに作成）
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ぎる，また他の機関による評価もある

１０）国際的に通用しにくいプログラム名称が少な

くない

　これらのうち，筆者の経験と関連して特に注目

したいのは，２），３）及び９）である。

　２）に対しては，第三者の評価により質の保証

が確認されなければ国際的に一流の大学ではない

とするのが世界の動向であり，３）に対しては，

認定プログラムの修了者数も今後増えると予想さ

れるが，より一層の広報活動を展開するとしてい

る。また，９）に対しては，他の第三者評価とも

同様のことであると考えられるが，個々のプログ

ラムを詳細に審査する専門分野別評価としての

�����と機関別認証評価を相互補完的に活用で

きることが望ましく，実務的に重複している部分

は調整したいとしている。

　２）において，いわゆる有力な一部の国立大学

が必ずしも�����認定を受けていないのは周知

である。定量的で厳格と思われる基準が適合され

ることにより教育の自由度に制約が加わり，多様

な学生に対する多元的な教育を阻害することがあ

るのではないかとの懸念がある。筆者が在職する

大学でも�����認定に積極的な教員がいるが，

組織的な対応とはなっていない。現在実施してい

る教育内容を�����認定プログラムに適合させ

るために変更するのではなく，その教育内容を変

えずに�����認定プログラムに適合できるよう，

同プログラムの基準に合致させて自己点検書を作

成すれば，そのまま�����認定プログラムとし

て認定できるものも少なくない。ただし，教育目

標の設定や学習時間の確保など，そのままでは合

致しないものもある。

　なお，１）に対して「要求される知識や能力は

国際的に整合性があることや個性化が本質的に

良い教育になっているかの検証が行われるべき

ものである」との考え方が示されている。�����

のような定量的で厳格な評価は，当該教育プログ

ラムに対するミニマムリクワイアメンツをクリア

するシステムである。個性が輝く大学に適するの

かという批判的意見もあるが，�����認定プロ

グラムの裾野を拡げるためにその内容を定性化す

ることについては，技術者教育のミニマムリクワ

イアメンツを保証する��������	�
���	�
加盟の

国際標準という前提や本来の役割を損ないかねな

い。

　一方，中教審答申「我が国の高等教育の将来

像」（２００５）では，大学の機能別分化として，①世

界的研究・教育拠点，②高度専門職業人養成，③

幅広い職業人養成，④総合的教養教育，⑤特定の

専門分野（芸術，体育等）の教育・研究，⑥地域

の生涯学習機会の拠点，⑦社会貢献機能（地域貢

献，産学官連携，国際交流等）がその機能として

例示的に列挙されている。この中では，�����の

ような定量的性格が強いと思われる専門分野別評

価は，②高度専門職業人養成や③幅広い職業人養

成に適している。高度専門職業人養成では高級技

術者の養成が考えられ，�����が加盟している

��������	�
���	�が保証する技術者教育の国際

水準をクリアしていると見なされることは重要で

ある。また，幅広い職業人養成では中堅技術者の

養成が考えられ，即戦力の技術者が求められる現

場での実践的な技術や技能について，定量的な基

準により当該技術者教育プログラムが認定される

ことは産業界における就職への効用が高まるもの

であろう。そうした観点からは，これら特定のエ

リアをターゲットとする大学にとっては，�����

を評価のツールとして活用することが当該教育プ

ログラムの価値を高めることに繋がる。

　３）においては，�����と産業界が連携し，技

術系の採用を行う際に�����認定プログラム修

了者の優先度を上げることや，同プログラム修了

者に対して附与されている技術士試験の一次試験

免除の特典を活かした技術士資格取得者への手当

金の附与などが考慮できるが，その前提として，

技術士資格の国際的通用性や技術士資格取得者の

一定割合をメーカー等に求めるなど政策的なバッ

クアップがなければ企業として積極的な展開を推

進することには繋がらない。

　９）については，機関別認証評価と専門分野別

評価との相互補完性を前提として，国立大学に

あっては国立大学法人評価のうち，国立大学法人

評価委員会が大学評価・学位授与機構に要請する

教育研究の状況に関する評価との整合性も勘案し，

資料・データ等の流用だけではなく，重複部分に

ついてどちらかで実施されている項目はもう一方

ではその評価結果を活用するなどの具体的な実施

方法を示す必要がある。これは，�����からの

提案に基づき，国立大学法人評価委員会が認定す
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るといった方法を取ることによって行われるべき

ものであり，そのことで受審機関が�����認定

の一定のメリットを享受できるよう配慮されるべ

きである。

２�６　工学系大学院修士課程の審査

　�����は，平成１９（２００７）年度から大学院修士

課程の教育プログラム認定を開始した。２００７年度

版修士課程プログラム用認定基準は，図１のよう

に５つの基準を設定し学習・教育内容が６２単位以

上に相当するプログラムを認定するために定めら

れている。ヨーロッパでは，修士論文等の作成に

当てる時間数も単位数として評価しており，国際

的同等性の観点から６２単位以上の学習・教育の量

を求めている。�����の「修士課程プログラム用

基準・解説」では，６２単位以上を２７９０時間以上と

している。これは，大学院設置基準で定められた

１単位を４５時間の学修単位として算出している。

　学士課程の認定基準と比較すると（表６），学士

課程の基準２「学習・教育の量」に相当するもの

が修士課程の基準にはない。�����は，１）修

士課程は成果重視であること，２）修士課程教育

が多様であり，内容に関連する量を一律に規定す

ることは教育の自由度を阻害すること，３）量を

基準で定めることでプログラムに過度の負担を強

いてしまうこと，をその理由として掲げている。

これは，研究的側面の強くなる修士課程における

教育の自由度を確保し，制度の適用拡大への可能

性を示唆したものと受け止めることができる。
　

３．専門分野別評価としての�����の
　　位置付け
　

　機関別評価は外形的評価であり，教育課程の本

質を問うものではない。評価機関によって評価基

準の設定に違い１９はあるものの，教育目的に沿っ

てその課程が整備され如何に機能しているかを問

う２０ものである。一方，専門分野別評価は，当該の

専門領域に限定したものではあるが，当該分野の

教育課程の整備状況や機能だけでなく，実態とし

ての成果２１を問うものである。

１９　山崎（２００５）参照。
２０　山本（２００４）参照。

表６　認定基準修士課程及び学士課程プログラム用２００７年度版

学士課程用修士課程用基準

学習・教育内容の設定と公開学習・教育内容の設定と公開基準１

学習・教育の量

教育手段

２�１�入学及び学生受け入れ方法

２�２�教育方法

２�３�教育組織

基準２

教育手段

３�１�入学及び学生受け入れ方法

３�２�教育方法

３�３�教育組織

教育環境

３�１�施設，設備

３�２�財源

３�２�学生への支援体制

基準３

教育環境

４�１�施設，設備

４�２�財源

４�２�学生への支援体制

学習・教育目標の達成基準４

学習・教育目標の達成

教育改善

５�１�教育点検

５�２�継続的改善

基準５

教育改善

６�１�教育点検

６�２�継続的改善

基準６

（�����ウェブサイトをもとに作成）
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　法科大学院認証評価は，「法科大学院の教育と

司法試験等との連携に関する法律」（平成１４年法律

第１３９号）第５条により，適格認定を行うことが義

務づけられており，法科大学院をはじめ専門職大

学院には学校教育法上の当該専門職大学院の課程

に係る分野についての認証評価２２を求めている。

現状では，法科大学院以外の分野における専門職

大学院の認証評価を実施する評価機関はないが，

大学評価・学位授与機構では，平成１９（２００７）年

１月に「専門職大学院の評価基準モデル（法科大

学院を除く）」を公表しており，既に設置されてい

る専門職大学院に共通して必要と考えられる項目

を定め，「ビジネス・���」，「会計」，「公共政策」

の各分野については，固有の項目を付加している。

　表７に示すように，�����の修士課程プログ

ラム用認定基準（２００７年度版）と比較した場合，

設定された目的や目標に沿って，どれだけの成果

を上げることができたかを問う成績重視のアウト

カムズ評価のスタイルに変わりはなく，双方とも

各基準によって����が組み入れられている。ま

た，専門職大学院の教員組織等は，専門職大学院

設置基準により，５年以上の実務経験を有する実

務家教員を３割以上必要としていることなどから，

特にその基準を設け評価を行うことが重要である。

　機関別評価は，各大学が外形的にどのような教

育研究環境を整備し，人材育成機能を果たしてい

るか等を推し測る手段となっているが，大学の社

会的使命の一つである人格の陶冶を行う人材育成

という観点において，潮木（２００６）が指摘するよ

うに，学生が何をどの程度学んだかを社会的に評

価する仕組みが不十分であることから，当該研究

科等における教育の実質性や教育の質保証を図る

上で，機関別評価を補完する専門分野別評価の導

入が必要である。

　現行の法制度上，専門分野別評価が求められる

のは専門職大学院に限られているが，大学院教育

の実質化が求められつつある中で，中教審答申で

「大学関係者や学協会等により，大学院の教育の

課程を対象とした専門分野別第三者評価を行う機

関が形成されていくことを強く期待する」とされ

ており，専門分野別評価が専門職大学院に留まら

ず，今後一般の大学院課程に適用されていくこと

が予見される。

２１　法科大学院については，現実には司法試験の合格者数で社会的な評価が定まってしまうのが実状であろう。
２２　いわゆる専門分野別評価のことを指している。
２３　基本的な観点等は除いている。

表７

�����の修士課程プログラム用認定基準専門職大学院の評価基準モデル２３

基準１：学習・教育目標の設定と公開

基準２：教育手段

　２�１�入学及び学生受入れ方法

基準１：目的及び入学者選抜

基準２：教育手段

　２�２�教育方法
基準２：教育課程

基準４：学習・教育目標の達成基準３：教育の成果

基準２：教育手段

　２�３�教育組織
基準４：教員組織等

基準３：教育環境

　３�１�施設，設備

　３�２�財源

　３�３�学生への支援体制

基準５：施設・設備等の教育環境

基準５：教育改善

　５�１�教育点検

　５�２�継続的改善

基準６：教育の質の向上及び改善

（�������及び�����ウェブサイトをもとに作成）
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表８　JABEE 認定基準，大学評価基準（大学機関別認証評価（NIAD-UE））及び教育研究の状況についての評価

（教育水準評価）における大学評価基準並びに分析項目及び基本的な観点等の比較表

備　考教育研究の状況についての評価

（教育水準評価）

大学評価基準（�������）（大

学機関別認証評価）

�����認定基準

（学士課程）

・学部・研究科ごとの教育目的

と特徴の記載が求められている。

基準１：大学の目的

１�１　基本的な方針と達成しよ

うとしている成果

１�２　構成員及び社会への周知

基準１：学習・教育目標の設定

と公開

（１）（�）�（�）１の内容を具体化し

たプログラム独自の学習・

教育目標の設定と学内外

への周知

（２）学習・教育目標は，社会及

び学生の要望にも配慮

・�����認定プログ

ラムでは，教員等の

指導のもとにおける

学習時間としての量

が明示されているこ

とが特徴である。

Ⅰ　教育の実施体制

　○　基本的組織の編成

Ⅱ　教育内容

　○　教育課程の編成

　○　学生や社会からの要請へ

の対応

Ⅲ　教育方法

　○　授業形態の組合せと学習

指導法の工夫

　○　主体的な学習を促す取組

基準４：学生の受入

４�１　アドミッションポリシー

の公表と周知

４�２　アドミッションポリシー

の実施と機能

４�３　適正な充足率

基準５：教育内容及び方法

　（学士課程）

５�１　教育課程の体系的編成

５�２　授業形態と学習指導法等

の整備

５�３　成績評価や単位認定等の

有効性

　（大学院課程）

５�４　教育課程の体系的編成

５�５　授業形態と学習指導法等

の整備

５�６　研究指導の適切性

５�７　成績評価や単位認定等の

有効性

　（専門職大学院課程）

５�８　教育課程の体系的編成

５�９　教育課程の当該職業分野

との適合性

５�１０　授業形態と学習指導法等

の整備

５�１１　成績評価や単位認定等の

有効性

基準２：教育研究組織

　（実施体制）

２�１　教育研究に係る基本組織

２�２　運営体制の整備・機能

基準３：教員及び教育支援者

３�１　適切な教員の配置

３�２　採用等の基準と運用

３�３　教育目的の基礎となる研

究活動

３�４　教育支援者の配置や補助

者の活用

基準９：教育の質の向上及び改

善のためのシステム

９�２　教員等への研修等の取組

基準２：学習・教育の量

（１）４年間，１２４単位以上の取

得で，学士の学位取得者が

修了生

（２）学習保証時間１８００時間以

上（人文・社会科学２５０時

間以上，数学・自然科学・

情報技術２５０時間以上，専

門分野９００時間以上を含

む。）

・�����認定プログ

ラムは，教育プログ

ラムの認定評価であ

ることから，組織自

体を評価対象の中心

にはしていない。

基準３：教育手段

３�１入学及び学生受け入れ方法

（１）入学方法の開示等

（２）プログラム履修者の決定

方法

（３）編入者に対する措置

３�２教育方法

（１）カリキュラム設計とその

開示，学習・教育目標との

対応関係の明確化

（２）カリキュラム設計に基づ

くシラバスとその開示，実

際の教育と評価基準

（３）学生の要望に対応するシ

ステムと実際の活動

（４）学生自身による達成度の

継続的点検と学習への反

映

３�３教育組織

（１）カリキュラムに適応した

教育方法と教員の量及び

支援体制

（２）ＦＤ活動とその実施

（３）教員の教育評価方法

（４）科目間の連携，教員間の

ネットワークとその活動
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基準８：施設・設備

８�１　組織や教育課程に対応し

た環境の整備と有効活用

８�２　図書や視聴覚資料等の整

備

基準１０：財務

１０�１　安定した財政基盤

１０�２　収支計画の策定とその履

行

１０�３　財務に係る監査等の実施

基準７：学生支援等

７�１　履修指導や学習支援の適

切性

７�２　自習環境の整備と支援

７�３　生活や就職，経済的援助等

支援

基準４：教育環境

４�１施設・設備

（１）教室，実験室，自習施設等

の整備

４�２財源

（１）施設・設備等の維持運用に

必要な財源

４�３学生への支援体制

（１）�学生の要望に配慮するシ

ステムとその活動

・�����認定プログ

ラムでは，プログラ

ム修了生の全てが学

習・教育目標を達成

しているかを確認す

る仕組みを求めてい

る。

Ⅳ　学習の成果

　○　学生が身につけた学力や

資質・能力

　○　学業の成果に関する学生

の評価

基準６：教育の成果

６�１　目的で意図した教育の成

果・効果の状況

基準５：学習・教育目的の達成

（１）科目ごとの目標に対する

達成度評価

（２）他機関との単位互換

（３）達成度の総合評価と評価

基準

（４）修了者全員の学習・教育目

標の達成義務

Ⅰ　教育の実施体制

　○　教育内容，教育方法の改

善に向けて取り組む体制

基準９：教育の質の向上及び改

善のためのシステム

９�１　点検・評価結果に基づく改

善体制と取組及び機能

９�２　教員等への研修等の取組

基準６：教育改善

６�１教育点検

（１）達成度の結果に基づくプ

ログラムの点検システム

と実施

（２）社会や学生の要望に配慮

したシステムの機能点検

（３）教育点検システムに係る

委員会等の記録の閲覧

６�２継続的改善

（１）教育点検の結果に基づく

改善システムと実施

※　�����認定基準は，教育プログラムが認定の対象となっているため，大学機関別認証評価の大学評価基準の「基準

１１：管理運営」のような大学全体を対象とした基準は設けられていない。なお，大学機関別認証評価の大学評価基準

の選択的評価事項「Ａ：研究活動の状況」及び「Ｂ：正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」については，

ここでの検討対象とはしていない。

※　国立大学法人評価の中期目標期間における業務の実績に関する評価のうち，教育研究の状況についての評価の教育水

準評価では，教育の取組内容とその成果を問うことから，入学試験に係る入口の部分と間接部分である環境や支援等

には触れられていない。

１　（�）地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養，（�）技術が社会や自然に及ぼす影響や効果，および技術者

が社会に対して負っている責任に関する理解（技術者倫理），（�）数学，自然科学および情報技術に関する知識とそれら

を応用できる能力，（�）該当する分野の専門技術に関する知識とそれらを問題解決に応用できる能力，（�）種々の科学，

技術および情報を利用して社会の要求を解決するためのデザイン能力，（�）日本語による論理的な記述力，口頭発表力，

討議等のコミュニケーション能力および国際的に通用するコミュニケーション基礎能力，（�）自主的，継続的に学習で

きる能力，（�）与えられた制約の下で計画的に仕事を進め，まとめる能力，以上の８項目がプログラムに具体化されて

いる。
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　工学系に限定されてはいるが，機関別評価を補

完する機能２４として分野別評価の教育プログラム

評価である�����が，学生が教育によって得た

ものを社会的に評価する手段としての機能を果た

すことができれば，バランスのとれた第三者評価

システムの実行例を示すこととなり，他の専門分

野への応用的展開が考えられる。すなわち，機関

別認証評価を相互に強化する手段としての専門分

野別評価を進展させていく一方法となろう。

　一方で，教育に高い自由度を求める大学での教

育プログラム認定が伸び悩んでいるようだが，

�����がそれを克服するための方策としては，

１）工学系単科大学や工業高等専門学校に限定し

て適用する，２）�����認定プログラムの基準

を弾力性のある基準（定性的な基準）に変更する，

３）職員が評価作業等を担当することで現在の基

準に反対の多い教員の負担を減らす，等の措置が

考えられる。

　１）については，�����を受けることを決定す

るのは大学等であり，�����サイドから限定適用

を云々するのは現実的でない。２）については，

基準の主要部分が定性的な基準に変更されれば

�����基準が質的に変化し，加盟している

��������	�
���	�
への影響が考えられることか

ら，適切でない。

　３）については，各大学の対処ではあるが，第

三者評価を中心とする����������	
���の現在の評

価スタイルから考えれば，学内の組織として各種

データを保管している職員が，そのデータ等を整

理・分析し現状に見合った評価指標を組み立て，

データ処理を行った上でその根拠を基に各評価の

観点に従った記述を行うことにより，実質的な評

価作業を担うことが現実的で妥当と考える。

４．評価活動への職員の関与

　これまでに筆者は，大学で特定部局における自

己点検・評価や外部評価の実施並びに全学的な立

場での自己点検・評価及び第三者評価を担当・経

験し，大学評価・学位授与機構による試行的評価

では，「教育サービス面における社会貢献」，「教養

教育」，「研究活動面における社会との連携及び協

力」，「国際的な連携及び交流活動」の４つの全学

テーマ別評価を担当し，医学系の分野別教育評価，

法学系及び農学系の分野別研究評価をそれぞれ経

験した。また，部局横断的なテーマを設定し点検・

評価を行う大学独自の全学的な自己点検・評価で

は，「入学試験」はじめ４つのテーマに係る自己点

検・評価活動を担当した。

　一般的に，事務系の職員が取り扱う業務は，教

育には直接関わらず，関連する事務業務を取り扱

うものとイメージされていると思われる。しかし，

一例として教育プログラムに係る支援業務を見る

だけでも，カリキュラム，シラバス，ガイダンス，

導入教育，履修，成績評価，授業評価，実地研修，

��，各種委員会，非常勤講師，専任教員などに関

して直接的な教育内容以外の業務に全て関わりを

持っており，単なる周辺業務ではない。この他に

も，授業支援，学習・教育環境，学生生活，進路

指導，課外活動，等に係るそれぞれの支援業務が

ある。

４�１　評価事務担当者

　評価活動に携わった筆者の経験から，大学評価

に関する業務，特に認証評価における自己評価書

作成についての業務を少し詳細に取り上げると，

まず担当の事務部門は既に決まっているものと考

えれば，以下のとおりである。

１）委員会組織の在り方を考え２５必要に応じて改

編するための手続き；委員会組織の仕組みを考え，

具体案を作成し，現行の委員会に諮り承認を得て，

規程改正手続きのため上部委員会に諮り了承を得

て，新委員会に移行する。

２）認証評価機関が実施する評価担当者説明会等

への出席の対応；担当委員会の委員から出席可能

者の日程調整を行い，出席可能者を確定し担当委

員会の委員長と相談，担当者として一緒に説明会

に出席し，その内容を委員会にフィードバックす

る。

２４　大学評価・学位授与機構の大学機関別認証評価等に関する�＆�（平成１９年５月）では，「�����等の専門分野のプロ

グラム評価を受けている場合，当該学部及び大学院のプログラム評価結果を機構の評価においてどのような形で活用し

うるかについては，今後検討することとして」おり，機関別認証評価への活用に含みがある。
２５　新たな第三者評価制度として認証評価が導入された際，自己点検・評価を中心に対応することを前提としていた委員会

組織を改編したことによる。
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３）評価機関が示す評価の基準や方法等の分析な

ど；評価の基準や実施要項等の内容を的確に把握

し，委員会委員等へ配付，基準ごとに取り扱う内

容を事務的に検討する。

４）担当委員会内に基準ごとの��を設置；基準

ごとに��を設置することを前提に各��の主査

について委員長と相談，委員会に諮り決定する。

５）��での観点等の取扱い；基準における観点

等を分析し，目的等との関係を勘案して各観点の

適切性を判断し，取捨選択を行い，��で取り扱

う観点等について委員長及び��主査と相談し，

��で決定する。

６）��における必要なデータ等の抽出；観点ご

とに分析を行い，どのようなデータ・資料等が必

要か洗い出し，��主査と相談，データ・資料等

の存在を調べ，関係部署に確認，入力用のデータ

シートを作成した上で，関係部署に必要な基礎

データの入力を依頼し，取り寄せる。

７）��における評価書作成作業；��主査のイ

ニシアチブの下に評価書の素案を作成，根拠とな

るデータ等のグラフなどへの加工を行い，素案内

容との関連を確認，��で検討の後，必要に応じ

て新たな資料等を作成し，不足するものについて

は関係部署から新たに収集する。

８）��における評価書のチェック；データ等に

よる根拠が明確な評価書案となっているかを確認

し，��主査と打合せ，委員長と相談，加筆修正

が必要な部分について訂正する。

９）全体の進捗状況の見極め；各��における５）

～８）までの作業を並行して行いつつ，全体の進

捗状況と連動させ，成案とするための評価書案と

して取りまとめる。

１０）評価書のチェック；基準ごとに取りまとめら

れた評価書案を再度目的等と照合し，基準ごとに

観点に沿った記述が行われているか等を確認，ま

た全体としての繋がりを確認，記述漏れの箇所，

不要な箇所や表現上適切でない箇所，字数制限な

どの実施要項等に合致していない事項等について

委員長と打合せ，各��主査と相談，必要に応じ

て加筆修正・調整を行う。

１１）委員会での承認；成案となった評価書を委員

会資料として作成，ダイジェスト版ないしは論点

整理を作成，委員会説明のためのメモを作成し，

委員長と打合せ，委員会に諮り，承認を得る。必

要に応じて委員長が上位執行部へ説明を行うため

の日程を調整し，メモを作成する。

１２）報告書仕上げ；委員会で承認された報告書を

最終チェックし，報告書としての体裁等を整え，

必要部数を準備し提出する。

　なお，これらのほかに，他の部署との連絡調整，

事務的な決裁行為，評価機関との連絡調整のプロ

セス等が必要に応じて行われる。認証評価に関す

る事務的な業務としては，概ね上記のようなプロ

セスを辿ると思うが，大学の事情によってはもっ

と複雑なプロセスを取ることもあろう。

　また，職員としてこうした評価活動を経験する

と，設定されたテーマに関連する活動とその周辺

の活動内容について知ることとなり，実務を担当

していなくても一定部分に精通するようになる。

一例だが，筆者が実際に「入学試験」を担当した

ときは，入試情報の開示について当時の情報を相

当程度把握していたと考えている。人により関わ

り方が異なるが，当該担当部署における専門的知

識を一定部分理解することができるようになる。

そうしたことで，評価についての専門的知識と評

価活動の経験的知識として蓄えながら，他の活動

についての一般的知識も吸収することができ，職

員としての資質や能力向上に資することとなる。

４�２　データ主義の評価と職員

　評価活動のプロセスは，単なる事務処理に留ま

らず全て点検・評価報告書の基礎となる。自己点

検・評価の場合は，予め設定されたテーマに従っ

て中項目や小項目を決定し，関連の活動を見直し

ていく。第三者評価の場合は，被評価者としての

大学が評価のテーマを決めるのではなく，独自の

テーマに基づいて評価を実施する。それぞれの

テーマに評価項目に従って観点が例示されている

ことが多く，それらの観点に見合った指標を組み

立て一定の経年変化を見据えつつ，点検し評価し

ていく。ただし，いずれの場合でも現状を把握し

てデータ等の収集を行った上で，データ等に裏付

けられた報告書の記述が求められる。

　特に，データ・資料等の取扱いについては職員

が一義的に関わっているのが通常であり，教育研

究の中味はともかくデータ管理・分析等を行うこ

とを通して実質的に評価活動に関与することが自

然である。法人化以前の国立大学の教職員は国家
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公務員法の適用を受け，業務上知り得た情報等に

関して守秘義務が課せられていた。これは法人化

以降も同様で，国立大学法人法の適用を受ける以

上継続されているが，教員の場合は，旧教育公務

員特例法の下で教育研究に対する自由度が認めら

れており，一般職の公務員とは異なる適用を受け

ていたこともあって，守秘義務に対する認識は職

員よりも緩やかであると思われる。こうしたこと

からも，大学の諸活動を網羅して様々な評価指標

に基づくデータ等を収集し，保管・整理・分析等

を行うのは職員の方が適切であると考える。

　さらに，大学の諸活動を網羅してデータ等の収

集・分析等を行い，データ等に基づく政策提言を

行う組織として��部門が国立大学にも置かれ始

めてきており２６，教員と職員が協働で業務を担当

していることが多い。評価部門と表裏一体の��

部門では，「他大学の情報収集や高等教育政策に

関する情報収集と分析，さらには学内他部署との

連携による情報収集が業務上必要となるため，事

務部門との連携を密にすることで，教員だけでは

補えない領域をサポートしてもらい，効率的に業

務を遂行していくことが必要となって２７」おり，

「大学評価や企画，計画立案への支援といった管

理運営業務が中心となっていること２８」からも，こ

うした活動を職員も直接担っている場合が多い。

なお，こうしたことは，職員の役割や在り方等と

も関連していることから，職員の「専門性」向上

や能力開発等の考察を加えていく必要がある。

５．おわりにかえて

　これまでみてきたように，認証評価における機

関別認証評価と専門分野別評価の役割は，相互に

補完しつつ教育評価としての機能を果たしていく

ものと考える。�����認定プログラムの評価で

は，平成１９年度から大学院修士課程にその実施対

象を拡大しており，これまで蓄積されたノウハウ

をもとに，教育プログラム評価として機能しさら

に発展していく可能性がある。各大学が，�����

に代表される教育プログラム評価を受けることが

教育に自信のある裏付けとして社会的に認められ

ていくことが十分想定され，それを醸成する営み

は�����にも求められている。ただし，一部の

大学には積極的に受け入れられてこなかった現実

から，そうした大学や産業界の要請にも応える努

力は必要であるが，認定対象を広げることに特に

注力すべきではない。

　認証評価は，機関別評価と専門分野別評価の双

方により成立し，高等教育機関としての社会への

説明責任を果たすとともに，質の向上を図り自己

改善の取組を定常化させるプロセスとして大学等

の諸活動の一部として定着していくだろう。その

ために高等教育機関が受ける専門分野別評価とし

ては，組織評価である機関別評価と併行した専門

分野別評価として教育プログラム評価を実施する

ことが有効である。法制度化された認証評価が実

質的に機能していくための方法として，機関別評

価と併せて教育プログラム評価の実施による専門

分野別評価の展開が必要である。ただし，評価活

動自体が目的でなく手段である以上，何をツール

として活用するかは各大学の判断に委ねられるこ

とはいうまでもない。

　一方，第三者評価の枠組みにおいて，国立大学

法人評価の「教育研究の状況」の評価では，中期

計画（「教育研究の質の向上」関係部分）の実施状

況の分析と併せて，学部・研究科等の現況分析と

して教育研究の水準及び質の向上度に係る評価が

実施される。表８からも読み取れるがそれらのう

ち教育の水準及び質の向上度の評価に関しては，

機関別認証評価及び各領域における専門分野別評

価で実施される内容により教育評価を実施するこ

とで，ほぼ捕捉できることとなり，機関別認証評

価と専門分野別評価の双方を実施した場合には，

教育の水準及び質の向上度の評価をあらためて実

施する必要はなくなるものと考える。

　なお，教育研究の質保証の観点からは，これま

であまり議論されてこなかった事項として職員の

役割２９がある。教育研究を遂行する上で，認証評

価機関の評価基準では，「教育支援者」といったか

２６　よく知られているところでは，名古屋大学，九州大学，愛媛大学がある。小湊，中井（２００７）参照。
２７　小湊，中井（２００７）。
２８　同前。
２９　山本（２００６）では，第三者評価機関の評価者研修の対象について，教員だけでなく職員にも拡げる必要があり，その有

効性について触れている。
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たちで記されることが多いが，特に国立大学の法

人化以降，大学職員の役割は増大しており，その

重要度は飛躍的に増大しているといっても過言で

はない。前章で触れたように，第三者評価におけ

る自己評価書や自己点検書３０の記述内容は全て

����������	
���であり，職員がデータ等の保管・

整理・分析等を行わない限り，評価を進めるに当

たって実質的に機能しないことは教員も含めた現

場が一番よく理解しており，職員も評価者として

実質的に機能する必要があると捉えている３１。
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